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１ 計画の概要 

（１） 計画の位置付け 

小平市空き家等対策計画（以下「計画」という。）は、空家等対策の推進に関する特別措置

法（以下「法」という。）第６条に規定する計画であり、国の「空家等に関する施策を総合的

かつ計画的に実施するための基本的な指針」に即しつつ、市の上位計画やその他関連する計

画等、小平市空き家等の適正な管理に関する条例（以下「条例」という。）との整合を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 計画期間 

令和元年度からの５年間 

（３） 対象とする空き家等及び地域 

法や条例に基づく「空き家等」及び法に基づく「特定空家等」を対象とし、市内全域を対

象区域とする。 

（４） 基本方針 

現在、市には管理が不十分な空き家等は少ないものの、今後、高齢化の進展等を背景とし

て増加することが想定されるため、空き家化の予防対策、空き家等の適正管理や利活用を進

めるために、各段階で有効な対策を実践していく。 
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２ 計画における具体的な対策 

  基本方針に基づき、具体的な対策を設定し、空き家等の対策を推進していく。 

基本

方針 
基本的な考え方 具体的な対策 

  

「予防」（発生抑制） 

・様々な機会や方法により、空き家等が周辺環境に与える

影響や空き家等の経済的な負担等を分かりやすく情報提供

するなど、空き家等の所有者等に対する問題意識の醸成や

啓発活動に取り組みます。 

①空き家化の予防、

住まいの適正管理に

向けた対策 

②空き家等情報の提

供に関する協定 

・高齢者等に対する相続への備えなどに関する啓発活

動、空き家化する前からの相談体制作りなど、空き家化

の予防対策に取り組みます。 

③空き家等の所有者

等の様々な悩みに対

応できる相談体制の

整備 

  

「適正管理」 

・平成２５年１月に施行した条例を通じて、所有者等に

対して、空き家等の適切な維持管理の必要性等を周知・

啓発します。 

①所有者等による主

体的な適正管理の促

進 

・専門家団体や庁内関係課等と連携し、所有者等への情

報提供や相談対応、助言や指導を行います。 

②適正管理対策に関

する実施体制の確立 

・管理が不十分な空き家等に対しては、空き家等の管理

状態の程度に応じて、条例に基づく助言や指導、勧告な

ど、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう着実な適正管理

の対策に取り組みます。 

③管理不全な状態の

空き家等に対する措

置 

  

「利活用」 

・今なお人口が微増傾向にある本市においては、空き家等

の利活用については、市場での流通・利活用を基本とし、

民間事業者を中心とした中古住宅としての活用や除却跡地

の売却などを推進します。 

①民間事業者による

流通・利活用の推進 

・地域のまちづくりやコミュニティの資源としての所有者

等の活用意向に対して、専門家団体等との連携により、利

活用に関する相談体制の充実を目指します。 

②相談体制の充実 
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３  小平市の空き家等の状況 

（１）統計調査から見た空き家等の戸数 

住宅・土地統計調査（総務省）資料      単位（戸） 

住宅数 
平成２０年 平成２５年 平成３０年 

８６，７６０ ９３，６５０ ９７，４２０ 

空

き

家 

等 

二次的住宅  ※1 ６０ １４０ ３０ 

賃貸用の住宅 ※2 ７，７３０ ８，０９０ １０，４９０ 

売却用の住宅 ※3 ７４０ ４４０ ２１０ 

その他の住宅 ※4 １，５６０ ２，１５０ ２，２３０ 

空き家等の数 合計 ※5 １０，０７０ １０，８３０ １２，９６０ 

空き家等の割合 １１．６１％ １１．５６％ １３．３０％ 

※1 別荘など、普段は人が住んでいない住宅 

※2 新築・中古を問わず賃貸のために空き家になっている住宅 

※3 新築・中古を問わず売却のために空き家になっている住宅 

※4 上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわ

たって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など 

※5 住宅・土地統計調査は、標本抽出方法により算出され、空き家等の数は集合住宅の「空き

室」を含んだ数となっている。 

 

（２）空き家等に関する相談件数等 

   令和４年度の空き家等に関する相談件数は表１のとおり、１４１件であった。また、令和３

年度末時点で対応中の２３９戸と令和４年度に新規相談のあった４７戸を加えた、２８６戸

のうち、除却及び居住開始により５０戸の解決が図られた。 

   なお、相談内容の内訳は表２のとおり、草木繁茂によるものが８割近くとなっている。 
 

表１ 令和４年度 相談件数等 （括弧内は令和 3年度の件数等）             

相談件数 新規相談戸数 解決戸数 ※1 対応中戸数 ※2 

１４１（１４６） ４７（３５） ５０（５５） ２３６（２３９） 

※1 空き家等の除却及び居住開始を確認した箇所 

   ※2 市が把握し、定期巡回を実施している空き家等の戸数 

表２ 令和４年度 相談内容の内訳          

主たる相談内容 相談戸数 割 合 

草木繁茂 １０６ ７５.２％ 

害虫・害獣発生（猫などの小動物含む） ２１ １４.９％ 

建物の劣化・腐食による倒壊、及び部材飛散の危険 ５ ３.５％ 

防犯上の問題・不安（不審者の侵入など）・その他 ９ ６.４％ 

合  計 １４１ １００％ 
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４ 計画における具体的な対策の実施状況 

計画の実効性を確保するため、具体的な対策の実施状況について点検を行ったうえで、今後の

施策に反映させる。 

令和４年度は、地域安全課において関連課、東京都、専門家団体及びシルバー人材センター等

との連携・協力のもと下表のとおり実施した。 

（１） 予防（発生抑制） 

具体的な対策 令和４年度の主な実施内容 今後の取組方針 

① 空き家化の予防、住まい
の適正管理に向けた対策 

・空き家セミナー・個別相談会を２回開
催し、空き家所有者や将来、空き家所有
者となる可能性がある方などに参加して
もらうことで、空き家化の予防や空き家
の適正管理等について意識啓発を図っ
た。 
・空き家の譲渡所得の３，０００万円特
別控除(※1)にかかる案内について、固
定資産税・都市計画税の納税通知書のお
知らせに掲載するなど周知を行った。ま
た、当該特別控除にかかる被相続人居住
用家屋等確認書について、５９件の交付
を行った。 

引き続き実施する
とともに、より効果
的な周知・啓発方法
を検討する。 

② 空き家等情報の提供に関
する協定 

・小平市シルバー人材センターから空き
家と思われる３４５件の情報提供を受
け、市において居住の有無等の確認調査
を行うなど双方で空き家等の情報を共有
した。 
・空き家等実態調査の際に、小平市シルバ
ー人材センターから提供された空き家等
情報を調査対象に加えるなど活用を図っ
た。 

引き続き実施する
とともに、空き家等
情報の効果的な活
用方法について検
討する。 

③ 空き家等の所有者等の
様々な悩みに対応できる相
談体制の整備 

・空き家所有者等から、今後の処遇等につ
いて相談があった際に、市と協定を結ん
でいる専門家団体の相談窓口や東京都の
空き家ワンストップ相談窓口(※2)を案
内するなど、既存の相談体制を活かした
支援を行った。 
・令和４年７月に民間事業者が実施した
市民向けの空き家セミナー・個別相談会を
後援するなど、市民等が空き家に関する
様々な悩みに対応できる相談機会の拡大
に努めた。 

引き続き実施する。 

※1  空き家等の譲渡所得の３，０００万円特別控除（空き家の発生を抑制するための特例措置） 

（参考例）相続した家屋を取り壊して、取壊し後の土地を２，０００万円で譲渡した場合 

【前提条件】昭和５５年建築、被相続人が２０年間所有、除却費２００万円 

取得額不明、所得税及び住民税は２０％として計算（復興特別所得税は省略） 

 

 

 

 

 

※2 東京都が空き家の利活用等普及啓発・相談事業において選定された５事業者による空き

家の利活用等（相続・売却・賃貸・リフォーム・管理・マッチング）の無料相談窓口 

○本特例を適用する場合の所得税・個人住民税額：０円 

（２，０００万円－２，０００万円×５％－２００万円－３，０００万円）×２０％＝０円 

○本特例がない場合の所得税・個人住民税額：３４０万円 

（２，０００万円－２，０００万円×５％－２００万円）×２０％＝３４０万円 
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（２）適正管理 

具体的な対策 令和４年度の主な実施内容 今後の取組方針 

① 所有者等による主体的な
適正管理の促進 

・市ホームページ及び市報（５月２０日号）
に空き家等の適正管理を促す記事を掲載
した。 

・市が把握している空き家等へ定期巡回を
３回（のべ５１９件）実施し、管理不全と
なっている空き家所有者等に対し、条例
に基づく助言等を通じ、所有者等自身に
よる適正管理を促した。 

引き続き実施する。 

② 適正管理対策に関する実
施体制の確立 

・空き家等対策の推進に関する庁内検討会
議を開催し、小平市の空き家等の現況や
今後の対策等について情報交換を行っ
た。 

・空き家等の適正管理業務の中で専門家団
体の空き家等に関する取組について情報
共有を行うなど連携を図った。 

協定先の拡充や効
果的な連携手法を
検討する。 

③ 管理不全な状態の空き家
等に対する措置 

・法第１０条に基づき、空き家所有者等の
所在等調査を７４件実施した。 

・所有者等への適正管理を促すため、文書
により９０件の改善依頼を行った。 

・適正管理を促す文書送付等を行っても改
善がみられない所有者等に対し、居宅へ
臨戸訪問を２件実施し、１件は改善等が
図られた。 

引き続き実施する
とともに、法及び条
例に基づいた適切
な対応を図る。 

 

（３）利活用 

具体的な対策 令和４年度の主な実施内容 今後の取組方針 

① 民間事業者による流通・利
活用の推進 

・東京都の空き家ワンストップ相談窓口、
マイホーム借上げ制度(※3)（一般社団法
人移住・住みかえ支援機構）及び不動産担
保型生活資金(※4)（東京都社会福祉協議
会）リーフレット等を窓口に配架した。 

・空き家所有者等からの相談の際に、空き
家の相談窓口を紹介するなど、民間事業
者等による流通・利活用等を促した。 

引き続き実施する
とともに、空き家の
解消に資する民間
事業者等の情報収
集に努めていく。 

② 相談体制の充実 

・空き家所有者等から地域のまちづくり
やコミュニティの資源としての活用を申
し出てきた場合には専門家団体や東京都
の空き家ワンストップ相談窓口に相談す
るよう促すとともに、庁内検討会議で協
議する。令和４年度は相談実績なし。 

引き続き実施する。 

 

※3  ５０歳以上の方を対象にマイホームを借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証する制 

  度。これにより自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することがで

きる。なお、５０歳未満でも、相続した空き家をお持ちの方や海外に転勤が決まった方な

どは対象となる。 

※4  居住している自己所有の不動産に将来にわたり住み続けることを希望する低所得の高齢

者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付ける制度 
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